
水産物情報等の提供・二次利用ガイド(概要)

水産物の属性情報を公開する際、及びクラウドサービス事業者等が公開された属性情報の

二次利用サービスを提供する際に、必要となる事項、留意すべき事項をガイドとしてとり

まとめたもの。
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